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当社は、一般社団法人 資産運用業協会(以下、「協会」という。)の定款の施行に関する

規則第 9 条第 1 項第 17 号の規定に基づき、別紙様式第 22 号の「正会員の財務状況等に関

する届出書(以下、「協会報告書面」という。)」を協会に提出し、当社の HP に当該協会報

告書面を掲載するとともに、協会 HP に当社の当該掲載箇所ヘの直接のリンク先を登録して

おります。 

当社が、関東財務局長に提出した特定有価証券の有価証券報告書及び半期報告書は、

EDINET にて閲覧が可能です。 

なお、協会報告書面中の監査報告書／中間監査報告書は、監査報告書／中間監査報告書

の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 
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別紙様式第 22 号 

申請日 2026 年 7 月 1 日 

 

一般社団法人 資産運用業協会 

会長 殿 

 

（商号又は名称）大和アセットマネジメント株式会社 

 

 

正会員の財務状況等に関する届出書 

 

 

当社の財務状況等に係る会計監査が終了いたしましたので、貴協会の定款の施行に関する

規則第 9 条第１項第 17 号の規定に基づき、下記のとおり報告いたします。 

 

１ 委託会社等の概況 

 

ａ. 資本金の額 

 2026 年 4 月末日現在 

 資本金の額    414 億 2,454 万 1,896 円 

 発行可能株式総数 799 万 9,980 株 

 発行済株式総数  326 万 657 株 

 過去 5 年間における資本金の額の増減：2024 年 10 月 1 日 262 億 5,026 万 9,396 円増加しま

した。 

ｂ. 委託会社の機構 

① 会社の意思決定機構 

 業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会にお

いて選任され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会の終結のときまでです。 

 取締役会は、4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決

議にしたがい業務を執行します。 

 また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審

議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ね

ることができます。 

 

② 投資運用の意思決定機構 

 投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。 

  

イ．商品会議 

 ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を審

議・決定します。 

ロ. 商品本部長 

 商品本部長は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基

本計画書を決定します。 

ハ．運用会議 

 運用チームまたは運用チームの戦略における基本的な運用方針を審議・決定します。 

ニ．運用部長・ファンドマネージャー 

 ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決
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定された基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンド

マネージャーから提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事

項との整合性等を確認します。 

ホ．リスクマネジメント会議 

 経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況につ

いての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。 

 

２ 事業の内容及び営業の概況 

 

 委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投

資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投

資運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務

を行なっています。 

 

 2026 年 4 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次

のとおりです。 

基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円） 

単位型株式投資信託 74 358,866 

追加型株式投資信託 764 41,511,472 

 株式投資信託  合計 838 41,870,338 

単位型公社債投資信託 67 130,656 

追加型公社債投資信託 14 1,497,929 

 公社債投資信託 合計 81 1,628,585 

総合計 919 43,498,923   
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３ 委託会社等の経理状況 

 

１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵

省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融

商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年８月６日内閣府令第52号)に基づいて作成してお

ります。 

 

２．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当事業年度(2025年４月１日

から2026年３月31日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受

けております。 

 

３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。   



5 

独立監査人の監査報告書 

2026 年５月 25 日 

大和アセットマネジメント株式会社 

 取締役会 御中 

 

 
有限責任 あずさ監査法人 

 
東京事務所 

  指定有限責任社員 

  業 務 執 行 社 員 
公認会計士 渡部 啓太    

  指定有限責任社員 

  業 務 執 行 社 員 
公認会計士 松田 好弘    

 

監査意見 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委

託会社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の2025年４月１

日から2026年３月31日までの第67期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算

書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の2026年３月31日現在の財政状態及

び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい

るものと認める。 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に

記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高

い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、

監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな

る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表

及びその監査報告書以外の情報である。 

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対す

るいかなる作業も実施していない。 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表

示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及

び運用することが含まれる。 

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するこ

とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
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基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責

任がある。 

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の

執行を監視することにある。 

財務諸表監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤

謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において

独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に

より発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を

与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ

スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に

よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、

監査に関連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会

計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入

手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況

に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要

な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す

ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表

に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書

日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。 

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成

及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを

評価する。 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実

施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で

求められているその他の事項について報告を行う。 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。 

以 上 
(注) 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。   
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(1) 【貸借対照表】                                                      

                        (単位:百万円)  

              

 前事業年度 
 (2025年３月31日) 

 
当事業年度 

(2026年３月31日) 
 

  資産の部             

    流動資産             

      現金・預金       13,153    7,798  
      有価証券       1,194    652  
      前払費用       513    717  
      未収委託者報酬       19,097    23,971  
      未収収益       110    230  
   関係会社短期貸付金       70,000    52,400  
   金銭の信託       -    18,993  
      その他       94    404  
      流動資産計       104,164    105,168  

    固定資産              

      有形固定資産     ※１ 61   ※１ 55  

        建物      0    0  

    器具備品      59    52  

        建設仮勘定      0    2  

      無形固定資産       1,160    1,262  

        ソフトウェア      1,062    1,167  

    ソフトウェア仮勘定      97    94  
        その他      0    1  
      投資その他の資産       14,856    21,090  

       投資有価証券      9,348    13,401  
        関係会社株式      3,414    5,586  
        出資金      34    34  
        長期差入保証金      1,049    1,050  
    繰延税金資産    995    1,007  
        その他      13    9  
      固定資産計       16,077    22,408  

  資産合計       120,241     127,577  

                      

                      



8 

                                                                                     

                        (単位:百万円)   

              

 前事業年度 
 (2025年３月31日) 

 
当事業年度 

(2026年３月31日) 
 

  負債の部              

    流動負債             

      預り金       134    148  

      未払金       6,757    8,109  

        未払収益分配金      62    80  

        未払償還金      12    12  

        未払手数料      6,660    7,935  

        その他未払金      22    79  

      未払費用       5,997    7,290  

      未払法人税等       4,121    4,925  

      未払消費税等       763    1,437  

   賞与引当金       1,456    1,738  

      その他       0    1  

      流動負債計       19,233    23,651  

    固定負債             

      退職給付引当金       2,300    2,323  

      役員退職慰労引当金       58    25  

      固定負債計       2,358    2,348  

    負債合計       21,592    25,999  

  純資産の部             

    株主資本             

      資本金       41,424    41,424  

      資本剰余金             

        資本準備金       37,745    37,745  

        資本剰余金合計       37,745    37,745  

      利益剰余金             

        利益準備金       374    374  

        その他利益剰余金             

          繰越利益剰余金       17,743    20,341  

        利益剰余金合計       18,117    20,715  

      株主資本合計       97,287    99,886  

    評価・換算差額等             

      その他有価証券評価差額金     1,361    1,691  

      評価・換算差額等合計       1,361    1,691  

    純資産合計       98,649    101,577  

  負債・純資産合計       120,241    127,577  
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(2) 【損益計算書】                                                   

                      (単位:百万円)  

             

前事業年度 
(自 2024年４月１日 
 至 2025年３月31日)  

当事業年度 
(自 2025年４月１日 
 至 2026年３月31日) 

 

  営業収益              

    委託者報酬      91,634      104,615  

    その他営業収益      1,233      3,205  

    営業収益計      92,868      107,820  

  営業費用             

    支払手数料      37,180     41,200  

    広告宣伝費      1,124     1,129  

    調査費      13,135     15,770  

      調査費     1,954    2,312  

      委託調査費     11,180    13,457  

    委託計算費     1,957    2,120  

    営業雑経費     3,114     4,313  

      通信費     167     165  

      印刷費     483     472  

      協会費     57     61  

      諸会費     18     20  

      その他営業雑経費     2,388     3,593  

    営業費用計      56,512      64,534  

  一般管理費              

    給料      7,599      8,495  

      役員報酬      453      422  

      給料・手当      5,116      5,773  

      賞与      572      561  

      賞与引当金繰入額      1,456     1,738  

    福利厚生費      1,070      1,132  

    交際費      108      116  

    旅費交通費      247      284  

    租税公課      1,004      1,061  

    不動産賃借料      1,298      1,318  

    退職給付費用      349      393  

    役員退職慰労引当金繰入額      6      7  

    固定資産減価償却費      444      452  

    諸経費      2,164      2,777  

    一般管理費計     14,293    16,042  

  営業利益      22,061     27,243    



10 

                      (単位:百万円)  

             

前事業年度 
(自 2024年４月１日 
至 2025年３月31日)  

当事業年度 
(自 2025年４月１日 
 至 2026年３月31日) 

 

  営業外収益              

    投資有価証券売却益      387      383  

  有価証券償還益      183      294  
    受取利息    95    247  
  受取配当金    959    23  
  雑収入      76      157  
    営業外収益計      1,703      1,106  

  営業外費用             

  金銭の信託運用損      -     1,006  
    投資有価証券売却損      176     80  
  有価証券償還損    4    59  
    その他      54     24  
    営業外費用計      235       1,171  
  経常利益      23,528     27,179  
  特別利益             
 投資有価証券売却益   ※１ 380    -  
 固定資産売却益   ※２ 110    -  
 特別利益計      491     -  
 特別損失             
  固定資産売却損    ※３ 101     -  

    投資有価証券評価損      -      3  

    特別損失計     101     3  
  税引前当期純利益      23,918      27,175  
  法人税、住民税及び事業税      7,763      8,215  
  法人税等調整額      △ 397      △ 188  
  法人税等合計      7,366      8,026  
  当期純利益      16,552      19,149    
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(3) 【株主資本等変動計算書】 

 

前事業年度(自 2024 年４月１日 至 2025 年３月 31 日)  

 
  

(単位:百万円)

当期末残高

△ 168

1,530 41,623

当期変動額合計

△ 168

△ 168

-

当期首残高

当期変動額

剰余金の配当

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

新株の発行

当期純利益 -

-

1,530

-

52,500

△ 11,858

13,422

-

△ 11,858

純資産合計評価・換算
差額等合計

評価・換算差額等

その他有価
証券評価
差額金

当期純利益

当期末残高

新株の発行

剰余金の配当

当期変動額

- -

26,250

当期首残高

-

57,195

株主資本

利益剰余金

株主資本
合計

40,09215,174

資本剰余金

利益準備金

374

資本準備金

11,495

利益剰余金
合計繰越利益

剰余金

13,048

資本金

その他利益
剰余金

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 4,694

16,552

-

16,552

-

-

--

4,69426,250

-

-

26,250

-

16,552

- △ 11,858-

--26,250

97,287

1,361 1,361 98,649

41,424 37,745 374 17,743 18,117

57,026

- 52,500

- △ 11,858

16,552

△ 168

△ 168
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当事業年度(自 2025 年４月１日 至 2026 年３月 31 日)  

 

  

(単位:百万円)

- - -- -

新株の発行 - - - -

当期首残高 1,361 1,361 98,649

- 2,598

剰余金の配当 - - - △ 16,551 △ 16,551

剰余金の配当 - -

当期変動額合計 329 329 2,927

- -

新株の発行 - - -

2,598 2,598

△ 16,551

△ 16,551

当期変動額

37,745 374 20,341 20,715

-

当期末残高 1,691 1,691 101,577

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

329 329 329

当期純利益 - - 19,149

99,886

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価
証券評価
差額金

評価・換算
差額等合計

当期末残高 41,424

19,149 19,149 19,149当期純利益 - - -

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 - -

18,117

繰越利益
剰余金

41,424 37,745 374 17,743 97,287当期首残高

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本準備金 利益準備金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計

当期変動額
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注記事項 

(重要な会計方針) 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

 (１) 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法により計上しております。 

 

 (２) その他有価証券 

市場価格のない株式等以外のもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定)を採用しております。 

 

市場価格のない株式等 

移動平均法による原価法を採用しております。 

 

２．金銭の信託 

時価法を採用しております。 

 

３．固定資産の減価償却の方法 

 (１) 有形固定資産 

定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物        10～18 年 

器具備品      ４～20 年 

  

 (２) 無形固定資産 

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可

能期間(５年間)に基づく定額法によっております。 

 

４．引当金の計上基準 

 (１) 賞与引当金 

 役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。 

 

 (２) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上

しております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、

能力及び実績等に応じて事業年度ごとに各人の勤務費用が確定するためであります。また、

執行役員及び参与についても当事業年度末要支給額を計上しております。 

 

 (３) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末

要支給額を計上しております。 

 

５．収益及び費用の計上基準 

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び

当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。 

当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負って

おります。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報

酬を受け取ります。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証
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券投資信託の運用期間にわたり収益を認識しております。 

 

 

(重要な会計上の見積り) 

該当事項はありません。 

 

(未適用の会計基準等) 

リースに関する会計基準等 

・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第 34 号 2024 年９月 13 日 企業会計基準委

員会) 等 

・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 33 号 2024 年９月 13

日 企業会計基準委員会)等 

  

(１)概要 

IFRS 第 16 号の主要な定めを採り入れた新リース会計基準であります。借手の会計処理

として、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相

当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。 

  

(２)適用予定日 

2028 年 3 月期の期首から適用予定であります。 

  

(３)当該会計基準等の適用による影響 

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。 

 

(表示方法の変更) 

(損益計算書関係)   

  前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「雑収入」は、金額的重要   

性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を

反映するため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。 

  この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた 76

百万円は、「雑収入」76 百万円として組替えております。 

 

 

(貸借対照表関係) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額                   

 前事業年度 

(2025 年３月 31 日) 

当事業年度 

(2026 年３月 31 日) 

建物 40 百万円 41 百万円 

器具備品 269 百万円 281 百万円 

 

２  保証債務 

 

前事業年度(2025 年３月 31 日) 

子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd.の債務 2,341 百万円に対して保証

を行っております。 

 

当事業年度(2026 年３月 31 日) 

子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd.の債務 2,598 百万円に対して保証

を行っております。 
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(損益計算書関係) 

※１ 投資有価証券売却益の項目   

 前事業年度 

  (自 2024年４月１日 

 至 2025 年３月 31 日) 

当事業年度 

  (自 2025年４月１日 

 至 2026 年３月 31 日) 

投資有価証券売却益 

 非上場株式 
 

380 百万円 

 

－百万円 
 

 

※２ 固定資産売却益の項目   

 前事業年度 

  (自 2024年４月１日 

 至 2025 年３月 31 日) 

当事業年度 

  (自 2025年４月１日 

 至 2026 年３月 31 日) 

固定資産売却益 

 美術品 

 ゴルフ会員権    

 

   83 百万円 

26 百万円 

 

－百万円 

－百万円 
 

  

※３ 固定資産売却損の項目   

 前事業年度 

   (自 2024年４月１日 

  至 2025 年３月 31 日) 

当事業年度 

   (自 2025年４月１日 

  至 2026 年３月 31 日) 

固定資産売却損 

 美術品 

 ゴルフ会員権 

 

85 百万円 

15 百万円 

 

－百万円 

－百万円 

 

 

(株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

(単位：千株) 

 
当事業年度期首 

株式数 
当事業年度 
増加株式数 

当事業年度 
減少株式数 

当事業年度末 
株式数 

発行済株式     

 普通株式 2,608 652 － 3,260 

合   計 2,608 652 － 3,260 

2024 年 10 月１日付で株式会社かんぽ生命保険より第三者割当増資に係る払込を受け、

株式を発行しております。   
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２．配当に関する事項 

(１) 配当金支払額 

 

決議 
株式の種類 

剰余金の配当の
総額(百万円) 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

2024 年６月 19 日 
定時株主総会 

普通株式 11,858 4,546 
2024 年 
３月31日 

2024 年 
６月20日 

 
 

(２)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 2025 年６月 19 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次

のとおり提案しております。 

① 剰余金の配当の総額 16,551百万円 

② 配当の原資 利益剰余金 

③１株当たり配当額 5,076円 

④ 基準日 2025年３月31日 

⑤ 効力発生日 2025年６月20日 

 

 

当事業年度(自 2025年４月１日 至 2026年３月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

(単位：千株) 

 
当事業年度期首 

株式数 
当事業年度 
増加株式数 

当事業年度 
減少株式数 

当事業年度末 
株式数 

発行済株式     

 普通株式 3,260 － － 3,260 

合   計 3,260 － － 3,260 

 

 

２．配当に関する事項 

(１) 配当金支払額 

 

決議 
株式の種類 

剰余金の配当の
総額(百万円) 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

2025 年６月 19 日 
定時株主総会 

普通株式 16,551 5,076 
2025 年 
３月31日 

2025 年 
６月20日 

  

 

(２)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 2026 年６月 17 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次

のとおり提案しております。 

① 剰余金の配当の総額 19,146百万円 

② 配当の原資 利益剰余金 

③１株当たり配当額 5,872円 

④ 基準日 2026年３月31日 

⑤ 効力発生日 2026年６月18日   
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(リース取引関係) 

前事業年度 

(自 2024年４月１日 

至 2025年３月31日) 

当事業年度 

(自 2025年４月１日 

至 2026年３月31日) 

オペレーティング・リース取引 

解約不能のものに係る未経過リース料 

オペレーティング・リース取引 

解約不能のものに係る未経過リース料 

  １年内 

１年超 

合計 

   1,037百万円  

  7,521百万円  

8,559百万円 

  １年内 

  １年超 

    合計 

  1,040百万円  

  6,511百万円  

7,552百万円  

 

(金融商品関係) 

１．金融商品の状況に関する事項 

(１)金融商品に対する取組方針 

当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っておりま

す。資金運用については安全性の高い金融商品に限定しております。 

 
(２)金融商品の内容及びそのリスク 

証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの

財産が信託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等によ

り一定の制限が設けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有

価証券は、証券投資信託、株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有してお

り、価格変動リスク及び為替変動リスクに晒されております。株式は上場株式、非上場株

式、子会社株式並びに関連会社株式を保有しており、上場株式は価格変動リスク及び発行

体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクに晒

されております。金銭の信託を通じて保有している証券投資信託につきましては、事業推

進目的で保有しており、価格変動リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親

会社に対して貸付を行っているものであります。 

未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。未払費用は主

にファンド運用に関係する業務を委託したことにより発生する費用の未払額であります。

これらは、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。 

 

(３) 金融商品に係るリスク管理体制 

①市場リスクの管理 

(ⅰ)為替変動リスクの管理 

当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討

を行っております。 

(ⅱ)価格変動リスクの管理 

当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討

を行っており、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議

において報告を行っております。 

②信用リスクの管理 

発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスク

マネジメント会議において報告を行っております。 
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２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。ま

た、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以

下３つのレベルに分類しております。 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成

される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により

算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以

外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプ

ットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を

分類しております。 

 

前事業年度(2025 年３月 31 日) 

(１)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債 

 (単位：百万円) 

  
貸借対照表計上額 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

有価証券及び投資有価証券 2,230 7,968 － 10,199 

金銭の信託 － － － － 

資産合計 2,230 7,968 － 10,199 

 

当事業年度(2026 年３月 31 日) 

(１)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債 

 (単位：百万円) 

  
貸借対照表計上額 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

有価証券及び投資有価証券 4,710 9,001 － 13,711 

金銭の信託 － 18,993 － 18,993 

資産合計 4,710 27,995 － 32,705   
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(２)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債 

現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(１年以

内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しておりま

す。 

 

(注１)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

 

有価証券及び投資有価証券 

   市場で取得した株式及び上場投資信託は活発な市場における無調整の相場価格を利用でき

ることから、その時価をレベル１に分類しております。当社が保有している証券投資信託の

うちレベル１の時価を採用しているもの以外は基準価額を用いて評価しており、当該基準価

額は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２に分類してお

ります。 

 

金銭の信託 

金銭の信託の信託財産のうち、市場における無調整の相場価格が存在しない投資信託につ

いては、解約又は買取請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な

制限が無い場合には基準価額等を時価としていることから、その時価をレベル２に分類して

おります。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸等の取引先金融機関が提供する価格に

基づき算定する資産の価格は、活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル

２の時価に分類しております。 

 

(注２)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時

価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めており

ません。 

  (単位：百万円) 

区分 前事業年度 当事業年度 

非上場株式 342 342 

子会社株式 1,386 3,558 

関連会社株式 2,027 2,027 

 

(有価証券関係)  

１．子会社株式及び関連会社株式 

前事業年度(2025年３月31日) 

子会社株式(貸借対照表計上額 1,386百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027

百万円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。 

 

当事業年度(2026年３月31日) 

子会社株式(貸借対照表計上額 3,558百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027

百万円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。   
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２．その他有価証券 

前事業年度(2025年３月31日) 

 
貸借対照表計上額 

(百万円) 

取得原価 

(百万円) 

差額 

(百万円) 

貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 
   

(１)株式 120 55 65 

(２)その他 7,230 5,161 2,068 

小計 7,350 5,216 2,134 

貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 
   

その他 2,848 3,020 △172 

小計 2,848 3,020 △172 

合計 10,199 8,236 1,962 

(注)非上場株式(貸借対照表計上額 342百万円)については、市場価格がないことから、上表の

「その他有価証券」には含めておりません。 

 

当事業年度(2026年３月31日) 

 
貸借対照表計上額 

(百万円) 

取得原価 

(百万円) 

差額 

(百万円) 

貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 
   

(１)株式 133 55 78 

(２)その他 7,886 4,756 3,130 

小計 8,020 4,811 3,208 

貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 
   

その他 5,691 6,430 △739 

小計 5,691 6,430 △739 

合計 13,711 11,242 2,469 

(注)非上場株式(貸借対照表計上額 342百万円)については、市場価格がないことから、上表の

「その他有価証券」には含めておりません。   
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３．売却したその他有価証券 

前事業年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) 

種類 
売却額 

(百万円) 

売却益の合計額 

(百万円) 

売却損の合計額 

(百万円) 

(１)株式 704 380 - 

(２)その他    

証券投資信託 3,039 387 176 

合計 3,744 767 176 

 

当事業年度(自 2025年４月１日 至 2026年３月31日) 

種類 
売却額 

(百万円) 

売却益の合計額 

(百万円) 

売却損の合計額 

(百万円) 

(１)株式 - - - 

(２)その他    

証券投資信託 2,479 383 80 

合計 2,479 383 80 

 

４．減損処理を行った有価証券 

当事業年度において、証券投資信託について3百万円の減損処理を行っております。   
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(退職給付関係) 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用して

おります。 

 

２．確定給付制度 

 (１)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表                     

 前事業年度 

 (自 2024年４月１日 

至 2025年３月31日) 

当事業年度 

  (自 2025年４月１日 

 至 2026年３月31日) 

退職給付債務の期首残高 2,227百万円 2,300百万円 

 勤務費用 149
  

172 

 退職給付の支払額 △ 166
  

△ 246 

 その他 89
 

97 

退職給付債務の期末残高 2,300
 

2,323 

 

 

(２)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 

 前事業年度 

  (自 2024年４月１日 

  至 2025年３月31日) 

当事業年度 

   (自 2025年４月１日 

   至 2026年３月31日) 

非積立型制度の退職給付債務 2,300 百万円 2,323 百万円 

貸借対照表に計上された負債と

資産の純額 
2,300 2,323          

退職給付引当金 2,300 2,323 

貸借対照表に計上された負債と

資産の純額 
2,300 2,323 

 

(３)退職給付費用及びその内訳項目の金額                               

  
前事業年度 

(自 2024年４月１日 

  至 2025年３月31日) 

当事業年度 

 (自 2025年４月１日 

  至 2026年３月31日) 

勤務費用    149 百万円 172 百万円 

その他      8 10 

確定給付制度に係る退職給付費用      158 182 

 (注)その他には、臨時に支払った割増退職金等を含んでおります。 

 

３．確定拠出制度 

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度191百万円、当事業年度211百万円でありま

す。   
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(税効果会計関係) 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳           

(単位：百万円) 

 
前事業年度 

(2025年３月31日) 

当事業年度 

(2026年３月31日) 

繰延税金資産   

  退職給付引当金 724 732 

  賞与引当金 340 434 

  未払事業税 260 323 

 株式報酬費用 150 136 

 関係会社株式評価損 87 87 

 投資有価証券評価損 171 31 

  出資金評価損 14 14 

  その他 157 395 

繰延税金資産小計  1,907 2,155 

 評価性引当額 △ 277 △ 136 

繰延税金資産合計   1,629 2,018 

繰延税金負債   

  その他有価証券評価差額金 △ 633 △ 1,011 

繰延税金負債合計 △ 633 △ 1,011 

繰延税金資産の純額 995 1,007 

   

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当

該差異の原因となった主要な項目別の内訳 

前事業年度(2025年３月31日) 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100

分の５以下であるため注記を省略しております。 

 

当事業年度(2026年３月31日) 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100

分の５以下であるため注記を省略しております。 

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

  「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年３月31日に国会で成立

し、2026年４月１日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税の創設に伴う法人税率等の引

上げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使

用する法定実効税率は従来の30.62%から2026年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込

まれる一時差異については31.52%となります。 

  この税率変更により、繰延税金資産が27百万円増加、法人税等調整額が27百万円減少してお

ります。   
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（企業結合等関係） 

（取得による企業結合） 

当社は、2025 年６月 19 日開催の当社取締役会において、投資商品の開発・運用・助言サービス

を提供する三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社を子会社化するための資金拠出を

行うことを決議し、2025 年７月１日付で同社の株式を取得いたしました。 

 

１．企業結合の概要 

（１）被取得企業の名称及び事業内容 

名称：三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社 

事業内容：投資商品開発・運用・助言事業 

 

（２）企業結合を行った主な理由 

     オルタナティブ投資に関わる知見やゲートキーパー機能を獲得することで、同領域にお

けるビジネス展開の足掛かりとするとともに、本件を契機により付加価値の高い事業領域

への本格参入に向けて探索を進めるためです。 

 

（３）企業結合日 

2025 年 7 月 1 日（株式取得日） 

2025 年 6 月 30 日（みなし取得日） 

 

（４）企業結合の法的形式 

現金による株式の取得 

 

（５）結合後企業の名称 

大和かんぽオルタナティブインベストメンツ株式会社 

 

（６）取得した議決権比率 

51% 

 

（７）取得企業を決定するに至った主な根拠 

当社が現金を対価として株式を取得したためです。 

 

２. 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳 

現金 2,142 百万円 

 

３．主要な取得関連費用の内容及び金額 

アドバイザリー費用等 30 百万円 

 

（収益認識関係） 

（１） 顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、

証券投資信託に関する運用に係る業務が 104,615 百万円、その他 3,205 百万円であります。 

 

（２） 収益を理解するための基礎となる情報 

（重要な会計方針）の５．収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。 

 

（３） 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関

係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識する

と見込まれる収益の金額及び時期に関する情報 

重要性が乏しいため記載を省略しております。 
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(セグメント情報等) 

 

［セグメント情報］ 

当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。 

 

［関連情報］ 

１.サービスごとの情報 

単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略

しております。 

 

２.地域ごとの情報 

(１)営業収益 

内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超える

ため、記載を省略しております。 

 
(２)有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え

るため、記載を省略しております。 

 

３.主要な顧客ごとの情報 

営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はあ

りません。 

 

［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］ 

 

前事業年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度(自 2025年４月１日 至 2026年３月31日) 

  該当事項はありません。 

 

 

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報] 

該当事項はありません。 

 

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報] 

該当事項はありません。   
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(関連当事者情報) 

 

１．関連当事者との取引 

(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等 

前事業年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) 

属性 
会社等の 

名称 
所在地 

資本金又は 

出資金 

(百万円) 

事業の 

内容 

議決権

等の所

有(被

所有)

割合

(％) 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高 

(百万円) 役員の 

兼任等 

事業上 

の関係 

親会社 

㈱大和証券 

グループ本

社 

東京都 

千代田

区 

247,397 
証券持株会

社業 

被所有 

80.0 
あり 経営管理 

資金の貸付 63,600 

関係会社 

短期貸付

金 

70,000 

貸付の回収 17,000  －  － 

利息の受取 

(注１) 
89  －  － 

その他

の 

関係会

社 

㈱かんぽ生

命保険 

東京都 

千代田

区 

500,000 生命保険業 
被所有 

20.0 
あり 

投資顧問契

約の締結 

投資顧問報

酬 

(注２) 

215 － － 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注１) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内としており

ます。なお、担保は受け入れておりません。 

(注２) 投資顧問報酬については市場実勢を勘案して合理的に決定しております。 

  

当事業年度(自 2025年４月１日 至 2026年３月31日) 

属性 
会社等の 

名称 
所在地 

資本金又は 

出資金 

(百万円) 

事業の 

内容 

議決権

等の所

有(被

所有)

割合

(％) 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高 

(百万円) 役員の 

兼任等 

事業上 

の関係 

親会社 

㈱大和証券 

グループ本

社 

東京都 

千代田

区 

247,397 
証券持株会

社業 

被所有 

80.0 
あり 経営管理 

資金の貸付 20,800 

関係会社 

短期貸付

金 

52,400 

貸付の回収 38,400  －  － 

利息の受取 

(注１) 
236  －  － 

その他

の 

関係会

社 

㈱かんぽ生

命保険 

東京都 

千代田

区 

500,000 生命保険業 
被所有 

20.0 
あり 

投資顧問契

約の締結 

投資顧問報

酬 

(注２) 

1,492 － － 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注１) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内としており

ます。なお、担保は受け入れておりません。 

(注２) 投資顧問報酬については市場実勢を勘案して合理的に決定しております。   
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(イ)財務諸表提出会社の子会社 

前事業年度(自 2024 年４月１日 至 2025 年３月 31 日) 

属性 
会社等の 

名称 
所在地 

資本金又は 

出資金 

(百万円) 

事業の 

内容 

議決権等の所

有(被所有)割

合(％) 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高 

(百万円) 役員の 

兼任等 

事業上 

の関係 

子会社 

Daiwa Asset 

Management 

(Singapore) 

Ltd. 

Singapore 133 
金融商品

取引業 

所有 

直接 100.0 
なし 経営管理 

債務保証 

(注) 
2,341 － － 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注) シンガポール通貨庁(MAS)に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、

及びMASへの全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の

総運用資産額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。 

 

当事業年度(自 2025 年４月１日 至 2026 年３月 31 日) 

属性 
会社等の 

名称 
所在地 

資本金又は 

出資金 

(百万円) 

事業の 

内容 

議決権等の所

有(被所有)割

合(％) 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高 

(百万円) 役員の 

兼任等 

事業上 

の関係 

子会社 

Daiwa Asset 

Management 

(Singapore) 

Ltd. 

Singapore 133 
金融商品

取引業 

所有 

直接 100.0 
なし 経営管理 

債務保証 

(注) 
2,598 － － 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注) シンガポール通貨庁(MAS)に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、

及びMASへの全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の

総運用資産額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。 

 

(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社 

前事業年度(自 2024 年４月１日 至 2025 年３月 31 日) 

属性 
会社等の 

名称 
所在地 

資本金又は 

出資金 

(百万円) 

事業の 

内容 

議決権

等の所

有(被

所有)

割合

(％) 

関係内容 

取引の内容 

取引金額 

(百万円) 

(注１) 

科目 
期末残高 

(百万円) 役員の 

兼任等 

事業上 

の関係 

同一

の親

会社

をも

つ会

社 

大和証券

㈱ 

東京都 

千代田

区 

100,000 
金融商品取

引業 
  － なし 

証券投資信

託受益証券

の募集販売 

証券投資信託

の代行手数料 

(注２) 

15,779 
未払手数

料 
3,657 

本社ビルの

管理 

不動産の賃借

料 

(注３) 

1,038 
長期差入

保証金 
1,037 

同一

の親

会社

をも

つ会

社 

㈱大和総

研 

東京都 

江東区 
3,898 

情報サービ

ス業 
  － なし 

ソフトウェ

アの開発・

保守 

ソフトウェア

の購入・保守 

(注４) 

857 未払費用 77 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注１) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含ま

れております。 

(注２) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担す



28 

る信託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数

料を支払います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。 

(注３) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。 

(注４) ソフトウェアの購入・保守については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、

購入価格を決定しております。 

 

当事業年度(自 2025 年４月１日 至 2026 年３月 31 日)   

属性 
会社等の 

名称 
所在地 

資本金又は 

出資金 

(百万円) 

事業の 

内容 

議決権

等の所

有(被

所有)

割合

(％) 

関係内容 

取引の内容 

取引金額 

(百万円) 

(注１) 

科目 
期末残高 

(百万円) 役員の 

兼任等 

事業上 

の関係 

同一

の親

会社

をも

つ会

社 

大和証券

㈱ 

東京都 

千代田

区 

100,000 
金融商品取

引業 
  － なし 

証券投資信

託受益証券

の募集販売 

証券投資信託

の代行手数料 

(注２) 

16,682 
未払手数

料 
4,134 

本社ビルの

管理 

不動産の賃借

料 

(注３) 

1,045 
長期差入

保証金 
1,037 

同一

の親

会社

をも

つ会

社 

㈱大和総

研 

東京都 

江東区 
3,898 

情報サービ

ス業 
  － なし 

ソフトウェ

アの開発・

保守 

ソフトウェア

の購入・保守 

(注４) 

912 未払費用 82 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注１) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含ま

れております。 

(注２) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担す

る信託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数

料を支払います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。 

(注３) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。 

(注４) ソフトウェアの購入・保守については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、

購入価格を決定しております。   
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２.親会社に関する注記 

株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場) 

 

 

(１株当たり情報) 

前事業年度 
(自  2024年４月１日 
至 2025年３月31日) 

当事業年度 
(自 2025年４月１日 
至 2026年３月31日) 

１株当たり純資産額    30,254.44円 

１株当たり当期純利益    5,642.31円 

１株当たり純資産額    31,152.40円 

１株当たり当期純利益    5,872.86円 

(注１) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

 

 

(注２) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 
前事業年度 

(自 2024年４月１日 
至 2025年３月31日) 

当事業年度 
(自 2025年４月１日 
至 2026年３月31日) 

当期純利益(百万円) 16,552 19,149 

普通株式の期中平均株式数(株) 2,933,697 3,260,657 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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